
＜嫡出否認調停を申し立てる方へ＞ 

１  概要 

婚姻中又は離婚後３００日以内に生まれた子は，婚姻中の夫婦間にできた子（嫡出子）と推定さ

れ，仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍す

ることになります。この夫との間の子であることを否定するためには，家庭裁判所に嫡出否認の調

停を申し立てる必要があります。この申立ては，民法により，夫が子の出生を知ったときから１年

以内にしなければならないと定められています。（出生を知ってから１年経過後など，嫡出否認の

申立ての要件を満たさないような場合でも，親子関係不存在確認の調停を申し立てることができる

ことがあります。） 

この調停において，当事者双方の間で子が夫婦の子ではないという合意ができ，家庭裁判所が必

要な事実の調査を行ったうえで，その合意が正当であると認めれば，合意に従った審判がなされま

す。当事者双方が合意に至らない場合又は合意が正当であると認められない場合は，調停が不成立

となります。 

※ 婚姻の解消又は取消し後３００日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて 

婚姻の解消又は取消し後３００日以内に生まれた子のうち，医師の作成した「懐胎時期に関する証明

書」が添付され，当該証明書の記載から推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消し後

である場合には，前の夫を父としない出生の届出をすることができるとされています。詳細については，

最寄りの戸籍役場（市区町村の戸籍担当窓口）にお問い合わせください。 

 

２ 申立てに必要な費用 

□ 収入印紙・・1200 円 

□ 連絡用の郵便切手・・500円×4枚，140円×1枚，82円×10枚，20円×4枚，10円×10枚，1円×10 

枚     合計3,150円分 

３ 申立てに必要な書類 

□ 申立書２通  

→ 申立書は，法律の定めにより相手方に送付しますので，裁判所用，相手方用，申立人用（控え）

の３通を作成し，裁判所には，裁判所用，相手方用の合計２通を提出してください。申立人用（控

え）は，調停期日に持参ください。 

○ 申立書には，相手方に知られたくない住所を記載しないでください。相手方に知られたくない住

所は，「連絡先等の届出書」に記載し，同届出書の下欄の非開示の希望に関する申出書に必要事項

を記入して提出してください。 

□ 連絡先等の届出書１通 

□ 進行に関する照会回答書１通 

□ 申立人，相手方（子を相手方とするときはその法定代理人）の戸籍謄本(全部事項証明書)各１

通   → 戸籍謄本等は３か月以内に発行されたものを提出してください｡ 

□ 子の出生証明書１通（出生届未了の場合） 

 

４ 調停手続で必要な書類等の提出方法等 

 ・ 調停では，必要に応じて，自分の主張を裏付ける資料等を提出していただくことがあります。

調停委員会の指示に従って提出してください。 

・ 書類等を提出する場合には，裁判所用及び相手方用としてコピー２通を提出するとともに，調

停期日にはその書類等の原本を持参してください。 

・ 書類等の中に相手方に知られたくない事柄がある場合は，別紙の「情報の非開示を求める場合の取

扱いについて」をご覧ください。 



 

５ 提出された書類等の閲覧・謄写（コピー） 

  申立人の提出した申立書については，法律の定めにより相手方に送付されます。それ以外に調停

手続中に一方の当事者が提出した書類等については，他方の当事者は，閲覧・謄写の申請をするこ

とができます。この申請に対しては，法律の定める除外事由に当たらない限り，閲覧・謄写が許可

されます。 

 

６ 申立先 

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります（ただし，相手方との間で，担当する家庭裁判

所について合意ができており，申立書と共に管轄合意書を提出していただいたときには，その家庭

裁判所でも対応することができます。）。 

(宇都宮家庭裁判所が「相手方の住所地」となる地域)                    

宇都宮市,鹿沼市,日光市,那須烏山市,さくら市のうち旧氏家町の区域,下野市のうち旧南河内町の

区域,上三川町及び高根沢町 

 

７ 調停の進め方について 

 調停の流れは別紙のとおりです。 

調停は平日に行われ，１回の時間はおおむね２時間程度です。申立人待合室，相手方待合室でそ

れぞれお待ちいただいた上で，交互又は同時に調停室に入っていただきます。調停委員が中立の立

場で，双方のお話をお聞きしながら話合いを進めていきます。 

 

８  問い合わせ先 

  〒３２０－８５０５   宇都宮市小幡１丁目１番３８号 

               宇都宮家庭裁判所 家事受付係 

℡ ０２８－３３３－００４８ 



情報の非開示を求める場合の取扱いについて 

あなたが，家庭裁判所に提出する書面に記載されている情報を，反対当事者に対して非開示（見せた

り，コピーしたりさせないこと）とするよう求める場合は，以下の取扱いによってください。 

  

  反対当事者からの暴力等があり，住所及び住所に関連する情報（職業，職場，学校名等）を反対

当事者に知らせたくないときはどうすればいいですか。 

 

 安全の確保等の必要から申し出があった場合には，住所等を原則的に非開示とします。次の方法に

よって住居等が相手に知られないようにしてください。 

連絡先等の届出書の提出 →「連絡先等の届出書」を用いて住居等を届け出た上，非開示の希望があ

る場合には，この届出書下欄の非開示の希望に関する申出書に必要事項

を記入して提出してください。申立書には秘匿希望の住所等は書かない

でください。 

 書 面 の 提 出   → 主張書面や資料（源泉徴収票，診断書，陳述書等）を提出するときは，

住所等の部分をマスキング（紙で隠してコピーする）して消した状態で

提出してください。（裁判所用及び相手方用のコピー２通全て同様に作成

してください。） 

 

 裁判所に提出する書面（主張書面及び資料）に，上記Ａ以外にも相手には知らせたくない情報が 

含まれているときはどうすればいいですか。 

 

 該当部分が見えないようにマスキング（紙で隠してコピーする）して消した状態で書面を提出してく

ださい。（裁判所用及び相手方用のコピー２通全て同様に作成してください。） 

※ この場合，マスキングされた部分は，家庭裁判所にも知らされない（提出されない） 

ので，家庭裁判所の判断の基礎とはなりません。 

 

反対当事者には見せたくないけれども，家庭裁判所には提出して判断の基礎としてほしい書面が 

あるときはどうすればいいですか。 

  

「非開示の希望に関する申出書」に，非開示を求める部分と理由を明記し，提出資料をステープラ

（ホチキス）で留めて一体化した上で提出してください。また，蛍光ペンでマークしたり，ラインを

引いたりして非開示を求める部分を特定してください。 

「非開示の希望に関する申出書」は，裁判所に備付けてありますので，受付又は担当書記官にお問い

合わせください。 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

注意！ あなたが，「非開示の希望に関する申出書」を提出した場合も，反対当事者等から閲覧謄

写の請求があったときには，裁判官が認めるべきか否かを判断しますので，請求が認められたとき

は，非開示を希望した部分についても閲覧謄写されることになります。 



＜嫡出否認調停の相手方となった方へ＞ 

 

１  概要 

婚姻中又は離婚後３００日以内に生まれた子は，婚姻中の夫婦間にできた子（嫡出子）と推定さ

れ，仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍す

ることになります。 

この夫との間の子であることを否定するためには，家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必

要があります。この申立ては，民法により，夫が子の出生を知ったときから１年以内にしなければ

ならないと定められています。（出生を知ってから１年経過後など，嫡出否認の申立ての要件を満

たさないような場合でも，親子関係不存在確認の調停を申し立てることができることがありま

す。） 

この調停において，当事者双方の間で子が夫婦の子ではないという合意ができ，家庭裁判所が必

要な事実の調査を行ったうえで，その合意が正当であると認めれば，合意に従った審判がなされま

す。当事者双方が合意に至らない場合又は合意が正当であると認められない場合は，調停が不成立

となります。 

 

２ 相手方となったときに提出が必要な書類 

  第１回期日の２週間前までに必ず提出してください。 

□ 答弁書１通 

□ 連絡先等の届出書１通 

□ 進行に関する照会回答書１通 

 

３ 調停手続で必要な書類等の提出方法等 

・  調停では，必要に応じて，自分の主張を裏付ける資料等を提出していただくことがあります。

調停委員会の指示に従って提出してください。 

・  書類等を提出する場合には，裁判所用及び申立人用としてコピー２通を提出するとともに，

調停期日にはその書類等の原本を持参してください。 

・  書類等の中に相手方に知られたくない事柄がある場合は，別紙の「情報の非開示を求める場合の

取扱いについて」をご覧ください。 



 

 

４ 提出された書類等の閲覧・謄写（コピー） 

  調停手続中に一方の当事者が提出した書類等については，他方の当事者は，閲覧・謄写の申請を

することができます。この申請に対しては，法律の定める除外事由に当たらない限り，閲覧・謄写

が許可されます。 

 

５ 調停の進め方 

調停の流れは別紙のとおりです。 

調停は平日に行われ，１回の時間はおおむね２時間程度です。申立人待合室，相手方待合室でそ

れぞれお待ちいただいた上で，交互又は同時に調停室に入っていただきます。調停委員が中立の立

場で，双方のお話をお聞きしながら話合いを進めていきます。親子の関係にあることを明らかにす

るために，鑑定を行う場合があります。その場合には，原則として申立人が鑑定に要する費用を負

担することになります。 

 

 

○ その他，手続についてご不明な点がある場合は，担当書記官にお尋ねください。 



情報の非開示を求める場合の取扱いについて 

あなたが，家庭裁判所に提出する書面に記載されている情報を，反対当事者に対して非開示（見せた

り，コピーしたりさせないこと）とするよう求める場合は，以下の取扱いによってください。 

  

  反対当事者からの暴力等があり，住所及び住所に関連する情報（職業，職場，学校名等）を反対

当事者に知らせたくないときはどうすればいいですか。 

 

 安全の確保等の必要から申し出があった場合には，住所等を原則的に非開示とします。次の方法に

よって住居等が相手に知られないようにしてください。 

連絡先等の届出書の提出 →「連絡先等の届出書」を用いて住居等を届け出た上，非開示の希望があ

る場合には，この届出書下欄の非開示の希望に関する申出書に必要事項

を記入して提出してください。申立書には秘匿希望の住所等は書かない

でください。 

 書 面 の 提 出   → 主張書面や資料（源泉徴収票，診断書，陳述書等）を提出するときは，

住所等の部分をマスキング（紙で隠してコピーする）して消した状態で

提出してください。（裁判所用及び相手方用のコピー２通全て同様に作成

してください。） 

 

 裁判所に提出する書面（主張書面及び資料）に，上記Ａ以外にも相手には知らせたくない情報が 

含まれているときはどうすればいいですか。 

 

 該当部分が見えないようにマスキング（紙で隠してコピーする）して消した状態で書面を提出してく

ださい。（裁判所用及び相手方用のコピー２通全て同様に作成してください。） 

※ この場合，マスキングされた部分は，家庭裁判所にも知らされない（提出されない） 

ので，家庭裁判所の判断の基礎とはなりません。 

 

反対当事者には見せたくないけれども，家庭裁判所には提出して判断の基礎としてほしい書面が 

あるときはどうすればいいですか。 

  

「非開示の希望に関する申出書」に，非開示を求める部分と理由を明記し，提出資料をステープラ

（ホチキス）で留めて一体化した上で提出してください。また，蛍光ペンでマークしたり，ラインを

引いたりして非開示を求める部分を特定してください。 

「非開示の希望に関する申出書」は，裁判所に備付けてありますので，受付又は担当書記官にお問い

合わせください。 

 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

注意！ あなたが，「非開示の希望に関する申出書」を提出した場合も，反対当事者等から閲覧謄

写の請求があったときには，裁判官が認めるべきか否かを判断しますので，請求が認められたとき

は，非開示を希望した部分についても閲覧謄写されることになります。 


